
『オールアース・電磁波測定士』 資格研修会のご案内

平成２５年６月１０日
工務店各位 国土交通省所管一般社団法人 JBN 京阪神木造住宅協議会

◆◆◆◆◆◆ 講習会ご参加のご確認 ◆◆◆◆◆◆

会社名： 氏名： 、

午前の部参加 午後の部参加 、

６月２０日（木）までに下記番号までＦＡＸにてご返送下さい。

参加希望者のみのご返信で結構です

ＦＡＸ ⇒079‐595‐1516

お問い合わせは 京阪神木造住宅協議会／事務局 ㈱ナカムラ内

担当 中村和生 ０９０－７７５７－８６６８
兵庫県篠山市栗栖野２７－１ ＴＥＬ079－595－1515 ／ＦＡＸ079－595－1516

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 案 内 事 項 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

■日時：７月３日（水）

ＡＭ１０時３０分より 受付開始

ＡＭ１１時～ＡＭ１２時まで 講習会

昼食休憩を挟んで、

ＡＭ１２時～ＰＭ５時３０分まで 講習会

■研修会会場 吉野石膏神戸研修センター

■講習会費

● 午前の部は無料です
● 午後の部は会費
本来であれば２５０００円の所を
団体割引で２１０００円！

『電磁波測定士の資格講義と資格試験を含む』

ポートピアランド
IKEA

（イケアの南側）

陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
前回の研修会で大変な反響を頂きました、電磁波に対するセミナーに引き続き参加
頂いた工務店方々の強い要望で、この度、第二段の研修会が実現しました。今回は
一歩踏み込んで『電磁波測定士』の資格まで取ることが出来る有料のカリキュラム
となっています。会員様の中には健康住宅を推進してきた工務店様方々も多いかと

思いますが、健康住宅と言う課題と地域の医療が連携して取り組む
ケースは私自身も始めてで、今後の住宅産業における大きなマーケットと成り得

る事を期待するところです。前回、聞き逃された方々も是非ご参加下さい！

＝＝＝＝＝＝ 電磁波測定士資格研修会 ＝＝＝＝＝

電磁波測定士は、「住まいの中から発生する電磁波を調べて測定を行い、必要に応じ
て対策を講じる」コンサルティングアドバイザーとしての制度です。 この資格では、
極低周波という範囲の電磁波についての対策を説明していきます。 一部カリキュラ
ム抜粋してご紹介いたします。
●アレルギー疾患の推移について ●海外との室内環境の比較について ●電磁波の区
分（4つの区分） ●極低周波について ●電磁波の基準値について ●発生源と対策方
法について●測定の対象となる電磁波について ●建物内部の配線からの電磁波につ
いて ●一般家電製品からの電磁波について●測定器のしくみと流れについて、等々。
現在も多くのアレルギー疾患が増え続けて、「医者が治せない病気」というものが発
生していることは否定できない事実です。 そのため、電気が増えたことでその副作
用的な存在は何かというと、をこの活動を通して追及していきます。


